
 

障発０３３１第６号 

令和４年３月３１日 
 

都道府県知事   
 各 指定都市市長 殿 

中核市市 長 
 

 厚生労働省社会・援護局     
  障 害 保 健 福 祉 部 長   

（ 公 印 省 略 ） 
 
 
 
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について 
 
 
 
今般、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月

31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の一部

を別紙のとおり改正し、令和４年４月１日より適用することとしたので、御了

知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、

その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。 

 



（別紙） 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18年 10 月 31 日

障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）【新旧対照表】 
改 正 後 現  行 

障 発 第 1 0 3 1 0 0 1 号 

平 成 18 年 10 月 31 日 

一部改正 障 発 第 0 4 0 2 0 0 3 号  

平 成 1 9 年 ４ 月 ２ 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 2 1 号  

平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 4 1 号  

平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 7 第 3 号 

平 成 2 1 年 1 0 月 ７ 日 

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平 成 2 3 年 ９ 月 2 8 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 5 号 

平 成 2 4 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 2 9 第 1 6 号 

平 成 2 5 年 ３ 月 2 9 日 

一部改正 障 発 0 3 3 1 第 5 1 号 

平 成 2 6 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 1 第 １ 号 

平 成 2 6 年 1 0 月 １ 日 

一部改正 障 発 0 3 3 1 第 2 1 号 

障 発 第 1 0 3 1 0 0 1 号 

平 成 18 年 10 月 31 日 

一部改正 障 発 第 0 4 0 2 0 0 3 号  

平 成 1 9 年 ４ 月 ２ 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 2 1 号  

平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 4 1 号  

平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 7 第 3 号 

平 成 2 1 年 1 0 月 ７ 日 

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平 成 2 3 年 ９ 月 2 8 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 5 号 

平 成 2 4 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 2 9 第 1 6 号 

平 成 2 5 年 ３ 月 2 9 日 

一部改正 障 発 0 3 3 1 第 5 1 号 

平 成 2 6 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 1 第 １ 号 

平 成 2 6 年 1 0 月 １ 日 

一部改正 障 発 0 3 3 1 第 2 1 号 
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改 正 後 現  行 

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 1 1 号 

平 成 2 8 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ８ 号 

平 成 2 9 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ４ 号 

平 成 3 0 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 3 0 号 

平 成 3 1 年 ３ 月 2 7 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ３ 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 3 0 日 

最終改正 障 発 0 3 3 1 第 ６ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 3 1 日 

 

 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 1 1 号 

平 成 2 8 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ８ 号 

平 成 2 9 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ４ 号 

平 成 3 0 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 3 0 号 

平 成 3 1 年 ３ 月 2 7 日 

最終改正 障 発 0 3 3 0 第 ３ 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 3 0 日 

 

 

 

 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
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改 正 後 現  行 

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

第一 （略） 

 

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につい

て 

 

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告

示第 523 号。平成 25 年４月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準）については、本年９月

29 日に公布され、10 月１日（精神障害者退院支援施設加算に係る部分につ

いては、平成 19 年４月１日）から施行されたところですが、この実施に伴

う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係

者に対し、周知徹底をお願いします。 

なお、平成 18年４月３日付け障発第 0403003 号当職通知「指定障害福祉

サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項に

ついて」及び平成 18 年４月３日付け障発第 0403004 号当職通知「指定施設

支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項につい

て」は平成 18年９月 30日限り廃止します。 

 

記 

 

第一 （略） 

 

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
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改 正 後 現  行 

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（平成 18 年厚

生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。）に関する事項 

 １・２ （略） 

 

 ３ 訓練等給付費 

  (１)・(２) （略） 

  (３) 就労移行支援サービス費 

   ① 就労移行支援サービス費について 

    (一)～(三) （略） 

(四) 令和４年度における就労移行支援サービス費の算定につい

て 

令和４年度における就労移行支援サービス費の算定に係る

就労定着者の割合の算出に当たっては、新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえ、令和２年度及び令和３年度の実績を用い

ないことも可能とする。具体的には、次のとおりとする。 

ア 就労移行支援サービス費（Ⅰ） 

次のいずれか２カ年度の実績で算出する。なお、令和２年度

に新規に指定を受けた就労移行支援事業所等の実績の算出に

ついては、（二）のアを参照すること。 

（ア） 令和２年度及び令和３年度 

（イ） 平成30年度及び令和元年度 

イ 就労移行支援サービス費（Ⅱ） 

次のいずれか２カ年度の実績で算出する。 

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（平成 18 年厚

生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。）に関する事項 

 １・２ （略） 

 

 ３ 訓練等給付費 

  (１)・(２) （略） 

  (３) 就労移行支援サービス費 

   ① 就労移行支援サービス費について 

    (一)～(三) （略） 

(四) 令和３年度における就労移行支援サービス費の算定につい

て 

令和３年度における就労移行支援サービス費の算定に係る

就労定着者の割合の算出に当たっては、新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえ、令和２年度の実績を用いないことも可能

とする。具体的には、次のとおりとする。 

ア 就労移行支援サービス費（Ⅰ） 

次のいずれか２カ年度の実績で算出する。なお、令和元年度

に新規に指定を受けた就労移行支援事業所等の実績の算出に

ついては、（二）のアを参照すること。 

（ア） 令和元年度及び令和２年度 

（イ） 平成30年度及び令和元年度 

イ 就労移行支援サービス費（Ⅱ） 

次のいずれか２カ年度の実績で算出する。 
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改 正 後 現  行 

（ア） 令和３年度 

（イ） 令和元年度 

   ②～⑲ （略） 

  (４) 就労継続支援Ａ型サービス費 

   ① 就労継続支援Ａ型サービス費について 

    (一)・(二) （略） 

(三) 自己評価未公表減算について 

ア 報酬告示第13の１の注４については、指定障害福祉サービス

基準第196条の３に規定する基準を満たしていない場合、つま

り、就労継続支援Ａ型サービス費を算定するに当たり算出する

評価点の公表について、都道府県に届出がされていない場合

に、所定単位数に100分の85を乗じて得た数を算定するもので

ある。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消

されるに至った月まで、利用者全員につき減算を行うものであ

る。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数

とし、各種加算を含めた単位数の合計数に100分の85を乗じて

得た数を算定するものではないことに留意すること。 

イ 公表の方法等については、スコア留意事項通知を参照するこ

と。 

(四) 令和４年度における就労継続支援Ａ型サービス費の算定に

ついて 

令和４年度における就労継続支援Ａ型サービス費の算定に

係る評価点の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、特例的な取扱いを可能としている。具体的には

（ア） 令和２年度 

（イ） 令和元年度 

   ②～⑲ （略） 

  (４) 就労継続支援Ａ型サービス費 

   ① 就労継続支援Ａ型サービス費について 

    (一)・(二) （略） 

(三) 自己評価未公表減算について 

報酬告示第13の１の注４については、指定障害福祉サービス

基準第196条の３に規定する基準を満たしていない場合、つま

り、就労継続支援Ａ型サービス費を算定するに当たり算出する

評価点を、インターネットの利用その他の方法により公表して

いない場合に減算を行うものである。公表の方法等について

は、スコア留意事項通知を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

(四) 令和３年度における就労継続支援Ａ型サービス費の算定に

ついて 

令和３年度における就労継続支援Ａ型サービス費の算定に

係る評価点の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、特例的な取扱いを可能としている。具体的には
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改 正 後 現  行 

スコア留意事項通知を参照すること。 

   ②～⑱ （略） 

  (５) 就労継続支援Ｂ型サービス費 

   ① （略） 

   ② 就労継続支援Ｂ型サービス費について 

    (一)～(三) （略） 

    (四) 令和４年度における就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）及び

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）の算定について 

令和４年度における就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）及び

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）の算定に係る平均工賃月額

の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、令和３年度の実績を用いないことも可能とする。具体的に

は、次のいずれかの年度の実績で算出すること。 

ア 令和３年度 

イ 令和元年度 

ウ 平成30年度 

   ③～㉑ （略） 

  (６) 就労定着支援サービス費 

   ① （略） 

   ② 就労定着支援サービス費について 

    (一)・(二) 就労定着支援サービス費の報酬算定について 

(三) 令和４年度における就労定着支援サービス費の算定につい

て 

令和４年度における就労定着支援サービス費の算定に係る

スコア留意事項通知を参照すること。 

   ②～⑱ （略） 

  (５) 就労継続支援Ｂ型サービス費 

   ① （略） 

   ② 就労継続支援Ｂ型サービス費について 

    (一)～(三) （略） 

    (四) 令和３年度における就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）及び

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）の算定について 

令和３年度における就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）及び

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）の算定に係る平均工賃月額

の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、令和２年度の実績を用いないことも可能とする。具体的に

は、次のいずれかの年度の実績で算出すること。 

ア 平成30年度 

イ 令和元年度 

ウ 令和２年度 

   ③～㉑ （略） 

  (６) 就労定着支援サービス費 

   ① （略） 

   ② 就労定着支援サービス費について 

    (一)・(二) 就労定着支援サービス費の報酬算定について 

(三) 令和３年度における就労定着支援サービス費の算定につい

て 

令和３年度における就労定着支援サービス費の算定に係る
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改 正 後 現  行 

就労定着率の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、令和２年度及び令和３年度の実績を用いないこ

とも可能とする。具体的には、次のいずれかの期間の実績で算

出すること。 

ア 令和元年度、令和２年度及び令和３年度 

イ 平成30年度及び令和元年度 

   ③～⑧ 

  (７)・(８) （略） 

 

第三・第四 （略） 

 

就労定着率の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、令和２年度の実績を用いないことも可能とす

る。具体的には、次のいずれかの期間の実績で算出すること。 

 

ア 平成30年度、令和元年度及び令和２年度 

イ 平成30年度及び令和元年度 

   ③～⑧ 

  (７)・(８) （略） 

 

第三・第四 （略） 

 

 




